
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年９月２９日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０函第７３号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年１０月２９日 ０７時１０分ごろ 

発生場所 北海道根室市歯舞
はぼまい

漁港南西方沖 

 歯舞港南防波堤外灯台から真方位２３５°１,５００ｍ付近 

（概位 北緯４３°１９.９′ 東経１４５°４４.９′） 

事故等調査の経過  平成２２年１２月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第二十八美恵
よしえい

丸、２.３３トン 

   ＨＫ３－７６３６２（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 第三十七宝生
ほうせい

丸、１.０トン 

   ＨＫ３－１０８３８６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ プロペラ曲損、左舷船首部外板に亀裂及び擦過傷 

Ｂ 右舷船首部外板破損 

 事故等の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、歯舞漁港南西方沖において、コンブ

漁の操業中に漁具が船体から離れたため、船長Ａが、漁具を戻そうと思

い、船外機のスロットルレバーに手を掛けた際に身体のバランスを崩して

全速前進に操作した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、歯舞漁港南西方沖において、コンブ

漁の準備のために錨泊中、船長Ｂが、突然、Ａ船の航行音を聞いて目前に

接近するＡ船に気付き、危険を感じて船首部付近につかまった。 

 両船は、平成２２年１０月２９日０７時１０分ごろ、歯舞港南防波堤外

灯台から真方位２３５°１,５００ｍ付近において、Ａ船左舷船首部とＢ

船右舷船首部とが衝突した。 

 船長Ｂは、左足大腿部が船体に当たって打撲傷を負った。 

 Ａ船は、自力で、Ｂ船は、僚船船長が操船してＡ船と共に歯舞漁港へ帰

港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は操業中、Ｂ船は錨泊中、歯舞漁港南西方

沖において、両船が衝突したものと考えられる。 

 Ａ船は、船長Ａがバランスを崩してスロットル



レバーを全速前進に操作したことから、Ｂ船に向

けて発進してＢ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、Ａ船が突然接近してきたことから、

避航動作をとることができなかったものと考えら

れる。 

原因  本事故は、歯舞漁港南西方沖において、Ａ船が操業中、Ｂ船が錨泊中、

船長Ａがバランスを崩してスロットルレバーを全速前進に操作したため、

Ａ船がＢ船に向けて発進して両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

 




